
景観計画区域内行為届出チェックシート　【建築物・工作物】

都市拠点景観（大村駅周辺地区）

✔※対応欄に を該当しない場合は斜線を記入、実施事項欄に配慮項目に対してどのような対応を行ったかご記入ください。

〇位置及び規模

対応 判定 判定

実施 否 (届出) (完了)

　

〇形態及び意匠

対応 判定 判定

実施 否 (届出) (完了)

【基本的配慮事項】
　周辺の景観と調和した位置及び規模に配慮すること。

　周辺の建築物の高さや壁面位置の調和を図り、まちなみ
としての連続性やまとまりを確保するよう配慮している。

【基本的配慮事項】
　市内を見渡せる場所からの眺望を妨げないよう建築物及
び工作物の位置及び規模に配慮すること。

　背景となる山並みや海辺への連続性を分断しないような
位置及び規模に配慮している。　

　ランドマークとなる歴史的建造物への眺望が遮られない
よう配慮している。

【基本的配慮事項】
　歩行者等に対する圧迫感及び威圧感を緩和させるよう道
路等の公共用地に接する部分から後退し、空間の確保に努
める等位置及び規模に配慮すること。

　セットバックや隅切りにより後退し、オープンスペース
等の空間を確保し、歩行者等に対する圧迫感の軽減のた
め、建築物の配置に配慮している。

　道路から後退し、広々とした公共空間を創出するよう配
慮している。

【基本的配慮事項】
　周辺の景観と調和し、全体的に違和感がなく、まとまっ
た形態及び意匠となるよう配慮すること。

　まちなみとしてまとまりや一体感を創出するため、周辺
の建築物の形態や意匠に調和するよう配慮している。

　当該地域にふさわしい建築物のデザインとし、特に突出
しない形態及び意匠となるように配慮している。

　屋外設備は露出しないよう建物と一体となるような形態
及び意匠に配慮している。

　建物の美観を損なうような構築物（屋外設備や屋外階段
等）は、デザインの工夫により建物の一体化、調和を図る
ように配慮している。

　公共空間やランドマークからの眺望や自然景観を阻害し
ない形態とし、屋外設備（地上設置、建築物の屋上設置
等）の垂直面（側面）が見えないように、屋外設備の高さ
以上の植栽、ルーバー、塀等により遮蔽するように配慮し
ている。

　太陽光パネルを地上に設置する場合は、植栽、ルー
バー、塀等により遮蔽するように配慮している。勾配屋根
に設置する場合は、最上部が建築物の最上部を超えないよ
うに設置して屋根と一体化するよう配慮している。陸屋根
に設置する場合は、最上部を低くするか、ルーバー等によ
り目立たないように建築物と一体化させるよう配慮してい
る。

景観配慮項目 実施事項

景観配慮項目 実施事項
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〇形態及び意匠（続き）

対応 判定 判定

実施 否 (届出) (完了)

〇色彩

対応 判定 判定

実施 否 (届出) (完了)

別　表

対応 ＜高層部（高さ10メートル以上又は4階以上）＞ 判定 判定

実施 否 色相 明度 彩度 マンセル値 (届出) (完了)

0.1R～10R 4以下

0.1YR～5Y 6以下

上記以外の有彩色 2以下

無彩色 －

対応 ＜低層部（高さ10メートル未満又は3階以下）＞ 判定 判定

実施 否 色相 明度 彩度 マンセル値 (届出) (完了)

全ての有彩色 6以下

無彩色 －

【基本的配慮事項】
　高層又は長大な壁面となる場合は、デザインの工夫等に
より圧迫感、威圧感を緩和させる形態及び意匠となるよう
配慮すること。

　低層部の形態及び意匠により圧迫感、威圧感の軽減を図
り、快適な公共空間の創出に配慮している。

　長大で単純な壁面は凹凸をつけることにより、圧迫感等
の軽減に配慮している。

【基本的配慮事項】
　多数の色使用や派手な色彩は避け、周辺の景観と調和
し、建築物全体でまとまりを感じさせる色彩となるよう配
慮すること。

　低彩度を基調とするが、にぎわいづくりが必要なところ
ではアクセントを与える色彩になるよう配慮している。

　まちなみや通りの賑わいを演出するために、アクセント
色は、低層部に用いるよう配慮している。

　建築物及び工作物の外観に使用できる色彩の制限範囲
は、別表のとおりとする。
　ただし、低層部に使用する色彩で、低層部各面の見付面
積の5分の1未満若しくは高層部に使用する色彩で、高層部
各面の見付面積の10分の1未満の範囲内で外観のアクセン
ト色として着色する部分の色彩又は着色していない木材・
土壁・石材・ガラス材等の材料によって仕上げられる部分
の色彩については、この限りではない。

　過度に明度差（コントラスト）の大きな配色は極力避
け、適切な明度対比を持たせた同系色を用いるなど周辺環
境や自然との調和に配慮している。

　太陽光パネルの色彩は、黒若しくは濃紺又は低彩度かつ
低明度で、反射が少なく模様の目立たないものに配慮して
いる。

※表中における高層部とは地上からの高さ10メートル以上又は4階以上、また、低層部とは地上からの高さ10メートル未満
又は3階以下の部分をいいます。

景観配慮項目 実施事項

景観配慮項目 実施事項

4以上9以下

2以上9以下

2/3 ページ



〇素材

対応 判定 判定

実施 否 (届出) (完了)

〇敷地及び外構

対応 判定 判定

実施 否 (届出) (完了)

【基本的配慮事項】
　周辺の景観と調和し、かつ長期間に渡って良好な景観を
維持できる素材を使用するよう配慮すること。

　耐久性に優れ、周囲の建築物と調和する素材を用い、ま
ちなみのイメージを高めるよう配慮している。

　経年変化に考慮し、長期間美観を維持できる素材に配慮
している。

　周辺環境との調和のとれた素材を用いるよう配慮してい
る。

【基本的配慮事項】
　敷地内や外構部は、緑化に努めている。樹姿又は樹勢の
優れた既存の樹木がある場合には、保存又は移植により、
修景に活用するよう配慮している。また、緑化の際は、そ
の周辺の植生状況や地域の特性を踏まえた樹種の選定に十
分配慮すること。

　建築物の周辺には、修景効果の高い緑化やオープンス
ペースを確保するよう配慮している。

　建築物の入り口部分は植栽等により、うるおいを演出す
るよう配慮している。

【基本的配慮事項】
　敷地内に屋外駐車場、駐輪場、物置等を設置する場合
は、遮蔽し、まちなみや隣接する敷地と不調和を生じさせ
ないように配慮すること。

　歩道に面する場所では、緑化やデザインされた塀等で修
景するよう配慮している。

　板塀等で駐車場を遮蔽することで周辺の景観に不調和を
与えないよう配慮している。

　屋外駐車場、駐輪場及び物置の設置については、周辺の
景観との調和に配慮し、雑然とならないよう塀、生垣又は
周辺の緑化を配慮している。

　屋外駐車場の舗装は、緑化ブロックや芝生保護材等を使
用するよう配慮している。

景観配慮項目

景観配慮項目 実施事項
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